
 

 

 

  

 

Ｑ１ どのような制度ですか？ 

 

入札に参加する業者の事業所所在地に関する要件等を定めて行う一般競争入札の制度です。 

 

Ｑ２ なぜ、地域限定型一般競争入札制度を導入することになったのですか？ 

 

公共工事等の発注過程をより透明化し、市民にわかりやすい発注制度への変換を図るためです。また、

発注者側の恣意性を排除し、入札参加対象者自らが参加表明のできる機会の拡充を図ることにより、よ

りよい品質を確保された成果物を得ることを目的としています。 

 

Ｑ３ 滝川市の発注制度は、地域限定型一般競争入札制度が加わったことにより、どのよ

うになったのですか？ 

 

下図のとおりになります。予定価格が 130万円を超える工事の場合、既存の「簡易公募型指名競争入札」、

「公募型指名競争入札」及び「制限付一般競争入札」の３つの制度に、「地域限定型一般競争入札制度」

が加わり、４つの入札制度を並行運用しています。 

また、委託業務の場合も同様に、予定価格が 50 万円を超える委託業務（工事に係る調査、測量又は

設計の業務の場合は 130万円を超える委託業務）を対象として、４つの入札制度を並行運用しています。 
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※工事の規模や性質により、上記の入札方法４パターンを並行運用します。 

地域限定型一般競争入札制度について 



委託業務の場合 

（導入前） 
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Ｑ４ 地域限定型一般競争入札制度について詳しい内容を教えてください。 

 

 （１）入札参加資格者格付等級及び発注基準（格付ランク）は従前どおりです。 

   ⇒ 簡易公募型及び公募型指名競争入札制度と同様の取扱いです。 

 （２）市内業者及び地場業者を対象とします。 

   ⇒ ただし、特殊な専門技術や高度な技術を必要とする場合など、技術的及び資格要件等がある

場合は、履行上必要最小限度の変更を行うことがあります。 

 （３）入札参加資格の「事後審査型」を採用します。 

   ⇒ 入札参加者の資格要件を、入札日前に審査するのではなく、入札後、「落札候補者」に選定さ

れたもののみを市職員からなる組織（指名選考職員会議）において、資格審査を行います。 

     資格審査は、地域限定型一般競争入札に係る告示文に記載されている資格要件を満たしてい

るか否かの審査になります。 

     その審査の結果、適格であると判断された場合には落札決定を行い、その後、契約締結とな

ります。 

 （４）電話による指名通知案内及び指名通知書はありません。 

   ⇒ 当該制度は一般競争入札ですので、指名競争入札の様な指名通知書の授受がありません。 

 （５）入札案件の内容は市ホームページ及び市役所６階（公示閲覧室）で確認してください。 

   ⇒ 発注される工事等名、工事等場所、予定価格（事前公表するものに限る。）、支払条件及び入

札参加申請の方法などについては、告示文で確認してください。 

   ⇒ 入札参加申し込み手続きは、公募型の指名競争入札制度と同様、申請書に必要書類を添付し、

市役所６階財政課窓口まで直接持参の上、提出してください。 

 

Ｑ５ 具体的に何をすればよいのか教えてください。 

 

 （１）入札案件の発注状況の把握をしてください。⇒毎週火曜日、市ホームページもしくは市役所６

階公示閲覧室をチェックしてください。 

   ⇒ 地域限定型一般競争入札に係る告示文や入札案件の発注状況については、基本的には毎週火

130万円～建設工事に係る業務 

50万円～その他の業務 500万円 1,000万円 
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※委託業務の規模や性質により、上記の入札方法４パターンを並行運用します。 
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曜日には、市ホームページ（Top ページ「事業者のみなさまへ」～「市で発注する公共工事等

の入札情報についてのお知らせ」）及び市役所６階公示閲覧室に公表しております。 

     また、公募型の指名競争入札に係る案件についても、地域限定型一般競争入札同様に公表し

ております。なお、従来型の指名競争入札の場合は、市から電話による指名通知案内をし、指

名通知書を市役所６階財政課まで取りに来ていただくことになります。 

 （２）告示文の内容を確認してください。 

⇒ ① 入札案件はどのような工事（業務）なのか。 

② 参加資格に合致しているかどうか。 

③ 申込締切日はいつか。 

④ 必要書類は何か。など 

（３）申請書及び添付書類を作成し、提出期限までの市役所６階財政課に提出してください。 

  

Ｑ６ 工事の入札に参加したいのですが、入札に参加できる工事別の金額、格付ランクは

変更になっているのですか。 

 

変更ありません。（下表のとおり） 

工事種類  工事予定価格 指定する等級 

土木一式工事  5,000万円以上５億円未満  Ａ Ｂ    

3,000万円以上 5,000万円未満  Ａ Ｂ Ｃ   

1,000万円以上 3,000万円未満  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ  

130万円超え 1,000万円未満    Ｃ Ｄ Ｅ 

建築一式工事  １億円以上５億円未満  Ａ Ｂ    

5,000万円以上１億円未満  Ａ Ｂ Ｃ   

2,000万円以上 5,000万円未満  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ  

130万円超え 2,000万円未満    Ｃ Ｄ Ｅ 

舗装、水道施

設、電気、管

工事  

1,000万円以上５億円未満  Ａ Ｂ   

130万円超え 1,000万円未満  Ａ Ｂ Ｃ 

造園工事  1,000万円以上５億円未満  Ａ   

130万円超え 1,000万円未満  Ａ Ｂ 

 

Ｑ７ 入札経過及び入札結果はどのように把握できるのですか。 

 

市役所６階公示閲覧室において、入札経過及び入札結果を記載した書面を公表しています。また、簡易

版として、市ホームページにおいても落札金額及び落札者について公表しております。 

 

Ｑ８ 地域限定型一般競争入札制度の要綱をみたいのですが。 

 

市ホームページ（ビジネス情報～入札情報～お知らせ欄）をご覧ください。 



 

Ｑ９ 地域限定型一般競争入札制度をはじめ入札契約制度について、聞きたいことがある

のですが。  

 

下記まで、お問い合わせ願います。 

 

〒０７３－８６８６ 

滝川市大町１丁目２番１５号 

滝川市総務部財政課契約管財係 

電話 ０１２５－２３－１２３４（内線１６３３・１６３４） 


